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令和５年 第２回 三朝町教育委員会 定例会 議事録 

 

開 会 日 令和５年２月 21日（火曜日） 

開 催 場 所 三朝町役場２階 第２会議室 

出 席 者 西田寛司教育長 

塩谷俊樹委員、石田仁樹委員、加藤るみこ委員、村岡麻梨委員 

欠 席 者 な し 

説明等の出席者 山中教育総務課長、山本社会教育課長、毛利図書館長、小谷教育総務課長補佐

兼指導主事、福田教育総務係長 

説明等の欠席者 な し 

報 告 事 項 (１) 教育総務課事業について 

(２) みささっ子教育ビジョンの見直しについて 

(３) 令和４年度準要保護児童生徒の認定について 

(４) 令和５年度準要保護児童生徒の認定について 

(５) 社会教育課事業について 

(６) 図書館事業について 

議 事 議案第１号 令和４年度教育関係費補正予算（令和５年３月）について 

議案第２号 令和５年度教育関係費当初予算について 

議案第３号 三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について 

議案第４号 三朝町立学校教職員の訓告等取扱規程の設定について 

議案第５号 町立学校教職員の処分について 

議案第６号 三朝町いじめ問題調査委員会委員の委嘱について 

議案第７号 三朝町教育委員会表彰について 

議案第８号 三朝町学校給食費単価の改定について 

協 議 事 項 (１) 三朝町都市計画審議会委員の推薦について 

そ の 他 な し 

 

会 議 の 内 容 

１ 開 会 午後３時 05分 

教育長 令和５年第２回定例会を開会します。 

  

２ 前回議事録承認 前回の議事録につきましては、石田委員と加藤委員に承認をいただいてお

ります。 

  

３ 議事録署名委員 

指名 

本日の議事録署名委員は、加藤委員と村岡委員を指名します。 

  

４ 報告事項  
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 教育長   ２月２日から４日の予定で、全国町村教育長会常任理事会に参加してきま

した。その中で、次年度の文部科学省への要望事項の原案を作ったり、ある

いは文部科学省の職員に来ていただいて説明をいろいろしていただきまし

た。その中で、教育界が令和の学校教育の大改革をしているという現状の中、

部活動のこととかもありますし、ＧＩＧＡスクールのこともありますし、特

に東京に行ったときに聞いた話では、特別な個性を持った子どもたちの多様

な学びについてみたいなことで、どうやって、要はＩＱが高くて、高いんで

すけど学校の授業じゃ退屈しちゃう子をどう探し出して、取り出して教育を

するかみたいなことを進めたいっていうのが国の方針のようでして、忘れち

ゃいましたけど特別教育とはちょっと違う…。 

 教育委員   あの、ギフテッドの子どもの、孫正義さんがやっとられる事業を、そうい

うのを国もやりたいってことですね。 

 教育長   そうです。で、それについてどうやって取り出しするか、学校にお願いす

るって言っても専門知識がない中でどうやって探すのか、その辺り、まあ説

明はそうだったんですけど教育長さん方からは学校の業務が増えて、さらに

専門性が高いものだから、どうやって探すのっていうのがすごい疑問になっ

てたっていうのが印象的でした。まあ部活動の話もその時はあったんですけ

ど、白黒といいますか、はっきり方針を出してくださいよっていうのが皆さ

んからの文科省へのお願いでした。議会との教育懇談会でもあったように、

はっきりしないというのが、どっちを向いていいかというのが定まらない。

さらにお金の話とか、人の話とか、子どもたちの輸送手段の話とか、さらに

は中山間地域とか島とかの町村においてどうしてくれるのっていうような、

大雑把に言うとへき地の対応をどうしてくれるか、都市部はそりゃそれでい

いでしょうけどっていうのが、一番大きなネックになっていたように思いま

す。 

  次に、３月になりますと、報告なんですけどちょっと予定の方に入らせて

もらいますけど、教職員人事がスタートして、３月４日・５日に教職員の人

事ヒアリングの内示を県からしていただいて、それを持って帰って臨時の教

育委員会を開き、校長会にお知らせする、校長にお知らせし内示を出すって

いう運びになるわけですけど、小学校の管理職、校長先生・教頭先生含めて

十数人が今回退職になるということで、とても管理職が、経験の乏しい方が

せざるを得ん状況がありまして、そういうことをなかなか理解してもらえな

いですけど、三朝町がどうなるかわかりませんけど、私ら教育委員とか、事

務局ももちろんですけど、さらに学校の管理といいますか、経営・運営にお

手伝いしていかないと、学校自身の運営が大変だろうなというのを想像して

おります。その都度教育委員会の中でお話はさせていただきますけど、お気

づきの点があったらアドバイスをぜひぜひお願いしたいと思います。 

 事務局 (１) 教育総務課事業について 

（資料により報告） 

２月 16 日に多賀町との小学生オンライン交流を行いました。多賀町には
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大滝小学校と多賀小学校があるんですけれども、その２校と、三朝小学校の

３年生がオンラインで、それぞれの町の特色とか、そういうものを披露した

りとかして交流をいたしました。 

三朝小学校の施設整備につきましては、大雪も降ったので、その分少し遅

れたということがありますが、今のところは順調に進んでおります。 

新型コロナウイルス感染症につきましては、今、小学校、中学校とも１週

間に１人とか２人とか、落ち着いている状況でございます。ただ、中部の中

ではクラスターの発生がいろいろなところで起こっておりますので、小学

校、中学校とも感染対策を現在も引き続いてしっかり行っていただいており

ます。 

教育長   ここまででご意見ご質問があったらお願いしたいと思います。 

教育委員   先ほど教育長がおっしゃった、「もう少し中に入っていかなければいけな

い、先生方、管理者の方が代わられるから」という、今度の人事異動の後で

すね、教育委員会としてもこれ以上にもっともっとフォローしていかないと

いけないと。具体的にというと言えないのかもしれないですけど、例えばも

っともっと学校に出向いていかなきゃいけないというような話なんですか。 

教育長   いや、そういうことではないです。周りから応援してあげないといけない

ですから、地域で支える、町民で支える学校にするという意味で、皆さん方

には応援者として学校にいい風を送ってあげてくださいっていうものです。

だから注文を多くして、「ここ直せ、ここ直せ」って言ったらくたびれちゃう

から、「ようやっとるね」とかですね、「ようやっとるよ」という、町民の皆

さんにもそういうお話をしていただいたり、盛り立ててあげましょうってい

う、応援者としてっていう思いでしたけど、言葉が足りなくてすみません。 

  他はいかがでしょうか。 

各教育委員   （意見等なし） 

事務局 (２) みささっ子教育ビジョンの見直しについて 

  （資料により報告） 

教育長   結局、見え消しで赤字のところが削除で、黄色の網掛けは新規ということ

でいいですか。 

事務局   はい。 

教育長   で、目標値を上方修正と下方修正したという箇所は手元にありますか。 

事務局   見直し内容のところに記載してあります。 

教育長   見直し内容？ 

事務局   表の右端のところです。 

教育長   目標値が 85％、95％と書いてありますよね？確かな学力の育成のところ

に。これは上方修正ですか、下方修正ですか。それは手元にないですか。 

事務局   そうですね。 

教育長   まあ、そこを修正したということですね。 

事務局   はい。 

教育長   皆さんから、ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 
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各教育委員   （意見等なし） 

事務局 (３) 令和４年度準要保護児童生徒の認定について 

(４) 令和５年度準要保護児童生徒の認定について 

  この報告事項については個人情報ですので、内容については非公開とさせ

ていただきます。 

事務局   （資料により報告） 

教育長   ご意見、ご質問がありましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

各教育委員   （意見等なし） 

 事務局 (５) 社会教育課事業について 

  （資料により報告） 

  ２月 20 日、小中学校の学校運営協議会が行われております。それぞれ、

学校評価を委員の皆さんに行っていただいております。 

 事務局 (６) 図書館事業について 

  （資料により報告） 

  移動図書館については 28か所を予定しております。 

  町内にお住いの安田千秋さんから、福袋でもお世話になったんですけれど

も、リメイクの小物をたくさん頂戴しました。こちらがまだたくさんありま

して、多読の方を表彰といいますか、記念品を差し上げてはどうかという話

が出ておりましたので、４月から２月の間の読んだ冊数で表彰させていただ

けたらと思っております。 

 教育長   皆さんからご意見、ご質問がありましたらお願いします。いかがでしょう

か。 

 各教育委員   （意見等なし） 

  

５ 議 事  

 事務局 議案第１号 令和４年度教育関係費補正予算（令和５年３月）について 

  （資料により説明） 

 事務局   （資料により説明） 

 事務局   （資料により説明） 

 教育長   これについてご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

 教育委員   学校給食の負担軽減について、執行見込がないということだが、何に執行

する予定だったのか。 

 事務局   現在、小学校が 280円、中学校が 330円の１食当たり給食費の徴収をして

おりますけど、もし令和４年度中にものすごい物価が上がって、その金額で

賄えないということになった時に、その差額分を町で負担するようにしてお

りましたが、令和４年度は現在の給食費単価で賄えることになったので、こ

のお金が不要となりました。 

 教育委員   保護者と先生の分を考えてあった？ 

 事務局   はい、そうです。 
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 教育長   保護者と先生の分の両方を見るようにしていたということですか？ 

 事務局   はい。 

 教育長   他はいかがでしょうか。 

各教育委員   （意見等なし） 

教育長   ないようでしたら、この件についてご承認いただけるということでよろし

ゅうございますか。 

各教育委員   はい。 

教育長   ということで、本委員会は町長に対して特に意見なしということにしたい

と思います。 

事務局 議案第２号 令和５年度教育関係費当初予算について 

  （資料により説明） 

事務局   （資料により説明） 

事務局   （資料により説明） 

教育長   ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

各教育委員   （意見等なし） 

教育長   特にないようですので、この件についてご承認いただけますか。 

各教育委員   はい。 

教育長   承認ということで、町長へは特に意見はないということでお返ししたいと

思います。 

事務局 議案第３号 三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について 

  （資料により説明） 

  先回の委員会の時に、いじめ問題調査委員会の設置につきましては教育長

に一任していただけるということで、設置をすることにいたしました。 

  三朝町空き家等対策協議会委員につきましては、うちの所管ではないんで

すけど、併せて改正をするということですので、ここに載せさせていただい

ております。 

教育長   これについて、ご意見、ご質問がありましたらお願いしたいと思います。 

教育委員   報酬ですけれども、予算の範囲内で町長が別に定める額っていうのは、具

体的には出てこないんですね。 

事務局   ここにはちょっと出さないで、起案の方でその都度その都度額が変わるの

で、話によって変わるので、こういうような書き方をさせていただいており

ます。 

教育長   他はいかがでしょうか。 

各教育委員   （意見等なし） 

教育長   ないようでしたら、この条例改正案について承認いただけますでしょう

か。 

各教育委員   はい。 

教育長   補足ですが、条例は町長が議会に提案しますから、教育委員会が提案でき

ないものです。ということで、教育委員会の意見としては、同意するという
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ことになりますので、ご理解ください。 

事務局 議案第４号 三朝町立学校教職員の訓告等取扱規程の設定について 

  （資料により説明） 

  今まで懲戒処分よりも下の厳重注意とか、訓告についての明確な規程がな

かったので、この度規程を作らせていただきました。 

教育長   これについてご意見、ご質問があったらお願いしたいと思います。 

教育委員   今までなかったということですね。訓告も厳重注意もしてなかったという

こと？ 

教育長   そういう意味ではないです。明文化されてなかったということです。 

教育委員   はい。 

教育長   他はいかがでしょうか。 

各教育委員   （意見等なし） 

教育長   ないようですので、これについてご承認いただけますでしょうか。 

各教育委員   はい。 

教育長   それでは、承認されました。 

事務局 議案第５号 町立学校教職員の処分について 

  この内容は非公開とさせていただきます。 

事務局   （資料により説明） 

教育長   本件について、ご意見、ご質問があったらお願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

各教育委員   （意見等なし） 

教育長   それでは、原案どおりに処分をさせていただきます。 

事務局 議案第６号 三朝町いじめ問題調査委員会委員の委嘱について 

  （資料により説明） 

  当初、５名に依頼をしましたが、倉吉警察署につきましては今回ご辞退さ

せていただきたいということでしたので、４名の方につきましてご同意をい

ただきたいと思います。 

教育長   ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

各教育委員   （意見等なし） 

教育長   特にないようでしたら、これについてご同意いただけますでしょうか。 

各教育委員   はい。 

教育長   同意いただいたということにします。 

事務局 議案第７号 三朝町教育委員会表彰について 

  （資料により説明） 

教育長   ご質問、ご意見がありましたらお願いしたいと思います。 

各教育委員   （意見等なし） 

教育長   特にないようでしたら、この 15 件について、ご承認いただけますでしょ

うか。 

各教育委員   はい。 

教育長   15件について、表彰させていただくということにしたいと思います。 
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事務局 議案第８号 三朝町学校給食費単価の改定について 

  （資料により説明） 

  令和４年度については、調理センターが揚げ物の回数を減らしたりとか、

そういうことで工夫をしていただいておりましたが、令和５年度につきまし

ては、値上げをしないと今のような質が保てないということで、値上げをさ

せていただくことといたします。 

教育長   ご意見、ご質問がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょう

か。 

教育委員   賛成でいいんですけれども、いろんな意見があると思いますので、しっか

り、やっぱり理論武装っていうかですね、していかないといけないのかな。

なぜ公費を入れないんだというところのですね、しっかりした説明という

か、をしていかないと、理解が得られない場合もあるのかなというふうに私

は思います。私たちも教えてほしいです。 

事務局   もともと給食費の無償化について、議会の方の一般質問とかがあった中

で、保育園も学校の給食費につきましても、給食費については実費をいただ

くということで、いろいろある行政の政策の中で、給食費ではなくて他のも

のの方に支援をするということで、ずっと町長の方が答弁されておりますの

で、教育委員会としましても公費負担については行わないということで、そ

ういう考えでございます。他の方で支援をしておりますので。だからこの給

食費を、例えば補助するとなったら、別のところを落とさないといけない。

政策全体の中でそういうふうにずっと来ているものですので、うちの方から

は公費負担というものは要求はしないということで考えております。 

教育長   今、委員が言われたのは、教育委員さんとして聞かれたときにどう答えた

らいいかということが、今の説明じゃよく説明しきれないというか、返せな

いと。合理的な説明がつかないので、その辺りの説明できるものを私たちに

くださいっていうように聞こえたんですけど、そういう意味…。 

教育委員   まあそういうこともあります。 

教育長   それは町長が決めることですっていうのも言いにくいことですから、教育

委員としての考え方っていうのを、委員会としての考え方としてはどうなの

か、なぜ値上がりすることに同意していて、それはどういうことに基づいて

同意したかっていうのをもうちょっと説明する材料をくださいという話。 

教育委員   別に今日でなくてもいいので、教えてもらえたらと。 

教育長   というご要望ということで。 

事務局   もともと三朝町は私会計っていって、保護者と職員から徴収したお金で回

してますので、他所は公会計といって公が入ってますけど、うちは私会計で、

保護者と教職員の徴収で成り立っているものですので、そういうこととかも

ございます。 

教育長   あまりそれを強く言うと、町長が悪いということになってしまう。 

教育委員   それを言うと、変えればいいんじゃないかということになっちゃうので

…。 
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教育長   公会計になぜしないんですかっていう話になっちゃうんですよね、次に。 

教育委員   こうこうこうだから、うちは保護者と先生からお金をいただいてるんです

よっていう。一つね、確かに他ので、他のところで負担をしているからここ

は皆さんに出してねっていうのは確かにそうですけど、もう少し理論武装っ

ていうかね、何か理論的な話があるんであればちょっと教えていただければ

なということなんですけど、まあ今じゃなくても全然いいです。 

事務局   それ以上にお答えできないので。ごめんなさい。 

教育長   他はいかがでしょうか。 

各教育委員   （意見等なし） 

教育長   特にご意見がないようですので、これについてご同意いただけますでしょ

うか。 

各教育委員   はい。 

教育長   ありがとうございました。同意いただきました。 

  

６ 協議事項   

 事務局 (１) 三朝町都市計画審議会委員の推薦について 

（資料により報告） 

 教育長 今までは職務代理にしていただいておりました。引き続きお願いしたいと

いうことで、よろしゅうございますでしょうか。 

 教育委員 はい。 

 教育長 それでは塩谷委員、よろしくお願いします。 

  

７ その他  

教育長 その他、何かありますか。 

各教育委員 （特になし） 

   

８ 閉 会    

教育長   次回については、３月９日木曜日、午後２時から臨時会とし、３月 28 日

火曜日、午後１時 30 分集合、定例会は午後２時からということでよろしく

お願いします。 

以上をもちまして、令和５年第２回三朝町教育委員会定例会を閉会します。 

  

 午後４時 21分 
 


